
- 1 -

４．詐害行為取消権

Ｘ株式会社は、かねてから＊＊市の都心部での新たな事業展開を考えていたが、土

地を買って自社ビルを建てるのは投資効率が悪いので、比較的小規模のビルを一棟借

りて改装して使うことを計画した。2005年10月11日、Ｘは、不動産業者Ｒ社の仲介で、3

月末までに現在のテナントが退去する予定の甲ビルを、所有者Ａから、おおむね次の

ような条件で借りることに合意した（賃借権の登記はなされていない）。

賃貸期間：2006年4月1日から2011年3月31日までの5年間

ＡＸは協議のうえ期間を更新することができる。

賃料月額：200万円。前月月末払（Ａの指定口座への振込みによる）。

1年毎に物価上昇率等を考慮してＡＸが協議のうえ改訂する。

敷 金：2000万円。Ｘはただちに全額をＡに預託する。

本件契約が終了し、Ｘが甲を明け渡した場合、その1か月後に、Ａ

は、1500万円から未払賃料やＡに生じた損害を控除して、Ｘに返金

金する（Ｘの指定口座への振込みによる）。

特 約：Ｘは甲を改装することができる。Ｘは、本件契約を解約して甲を明

け渡す場合、責任をもって甲を原状に復しなければならない。

ところが、2006年1月12日にＡが亡くなり、Ａの息子で唯一の相続人であるＢは、3

月3日に、本件甲とその敷地乙をＹ 1に5億円（時価相当額と考えられる）で売却し、相続

による自らの所有権取得登記とＹ 1への所有権移転登記をおこなった。Ｂは、父Ａが

生前にＸとの間で契約を結んでいたことを聞かされていなかったし、Ｙ 1もそのよう

な事実は知らなかった。

一方、Ｘは、2005年10月11日にＡに敷金2000万円を預託したほか、Ａが亡くなった

ことを知らされていなかったので、2006年3月31日に、従来のテナントが退去してい

ることを確認して、4月分の賃料200万円をＡの指定口座に振り込んだ。4月3日に、Ｘ

の従業員が、改装のための下見に行ったところ、施錠しないことになっていたはずの

甲ビルの入口の扉の鍵が新しいものに取り替えられていて、甲に入ることができなか

った。そこでＸが、関係者に事情を聞くなどした結果、Ａの死亡やＡの相続人Ｂが甲

・乙不動産をＹ 1に売却したおおよその経緯が判明した。

すなわち、Ｂがこのように急な売却を進めたのは、次のような理由があったからの

ようであった。Ａの生前、Ｂは、暴力団にも関係していると噂のある高利貸しのＹ 2

に対する4億円を超える借金を抱えていたほか、他にも多くの負債があったが、いず

れも返済のめどが立たたず、Ｙ 2から相当激しい取立てを受けていた。Ａも息子Ｂの

不甲斐ない状況を知っていたため、本件甲・乙不動産以外の財産は、生前処分や遺言

で公益団体に寄付していた。そこで、Ｂは、唯一の相続財産と言える甲・乙不動産を

Ｙ 1に売却して、その代金で特に高利で負担が大きいＹ 2に対する債務を消滅させよう
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とした、ということであった。Ｙ 2に対するＢの債務が、実際に、売却代金の一部を

用いて弁済されたか否かは、今のところ不明である。

Ｘが、顧問弁護士と相談し、対応策を検討している矢先の4月24日に、甲・乙不動

産は、Ｙ 1からＹ 3に転売され、それぞれその移転登記もおこなわれた。その直後にこ

の転売を知ったＸが調べたところ、Ｙ 3の代表取締役とＲの代表取締役は同一人Ｃで、

両社はＣが実質的には１人で支配している会社であった。ＸはＹ 3に甲をＡとの契約

と同じ条件で使わせてくれるように申し込んだが、Ｙ 3は、数年間自社ビルとして使

ったうえで取り壊して新しいビルを建てる予定にしており、貸すことはできないと拒

んだ。

2006年5月11日現在、Ｘは、次のような方針を決めた。まずは、甲の立地条件や賃

借条件をたいへん気に入っているので、Ｙ 3に対して本件契約にもとづく利用を求め

たい。しかし、それが難しいようなら、Ｂに対して、少なくともすでに支払った2200

万円の返還を求めたい。Ｂにめぼしい財産がなく、Ｂからの損害回復が見込めないよ

うであれば、Ｙらの責任を追及する。

Keypoints
１ 対抗要件を欠く不動産賃借権と賃貸借目的物の所有権取得者はどういう関係に立つ

かを理解する。

２ 被保全債権となりうる債権とその発生時期には限定があるか否かを理解する。

３ 不動産の時価売却や弁済など計数的に責任財産の増減がない場合にも詐害性を帯び

るかどうかを理解する。

４ 現物賠償と価格賠償はどのように使い分けられるかを理解する。

５ 詐害行為取消権の法的構成や要件が主張・立証責任とどういう関係にあるかを理解

する。

Questions
(1) Ｘは、Ｙ 3に対して、本件賃貸借契約にもとづき甲の利用を求めることができるか。

(2) Ｘは、詐害行為取消権によって、Ｙ 1に対し、責任を追及できないか。

(a) Ｘは、どういう内容の請求を、何を主張しておこなわなければならないか。

(b) Ｙ 1は、Ｘの請求を拒めるか。

(3) Ｘは、詐害行為取消権によって、Ｙ 3に対し、責任を追及できないか（便宜上、転得

者であるＹ 3に対する関係を、Ｙ 2に対する関係より先に検討することにする）。

(a) Ｘは、どういう内容の請求を、何を主張しておこなわなければならないか。

(b) Ｙ 3は、Ｘの請求を拒めるか。

(4) Ｘは、詐害行為取消権によって、Ｙ 2に対し、責任を追及できないか。

(a) Ｘは、どういう内容の請求を、何を主張しておこなわなければならないか。

(b) Ｙ 2は、Ｘの請求を拒めるか。
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(5) Ｙらに対する上記(2)～(4)の請求は、どういう関係に立つか。

Checkpoints
問(1)に関して（問(2)～(4)と共通のものを含む）

①Ｙ 2が甲を数年間自社ビルとして使ったうえで取り壊して新しいビルを建てる予定で

あるということが事実であるとすると、これは意味をもつか。

②2005年10月11日に、Ｘが、2006年4月1日から甲を借りることを所有者Ａとの間で合意

したことは、意味をもつか。

③②の契約をＲが仲介したことは、意味をもつか。

④2005年10月11日に、ＸがＡに敷金2000万円を預託したことは、意味をもつか。

⑤2006年1月12日に、Ａが亡くなり、ＢがＡの息子で唯一の相続人であったことは、意

味をもつか。

⑥2006年3月3日に、Ｂが、甲とその敷地乙をＹ 1に5億円（時価相当額と考えられる）で売却

し、相続による自らの所有権取得登記とＹ 1への所有権移転登記をおこなったことは、

意味をもつか。

⑦ＢやＹ 1が、ＡＸ間の②の契約を知らなかったことは、意味をもつか。

⑧2006年3月31日に、ＸがＡの死亡を知らず、従来のテナントが退去していることを確

認して、4月分の賃料200万円をＡの指定口座に振り込んだことは、意味をもつか。

⑨2006年4月3日に、Ｘの従業員が、改装のための下見に行ったところ、施錠しないこと

になっていたはずの甲ビルの入口の扉の鍵が新しいものに取り替えられていて、甲に

入ることができなかったことは、意味をもつか。

⑩2006年4月24日に、甲・乙不動産が、Ｙ 1からＹ 3に転売され、それぞれその移転登記も

おこなわれたことは、意味をもつか。

⑪Ｙ 3の代表取締役とＲの代表取締役が同一人Ｃで、両社はＣが実質的には１人で支配

している会社であったことは、意味をもつか。

問(2)に関して（問(3)(4)と共通のものを含む）

①Ｘの敷金に関する約定は、意味をもつか。

②Ｘが3月末に振り込んだ4月分の賃料の返還債権又は賃料相当額の損害賠償債権は、い

つ発生したのか。

③Ａの生前、Ｂが、暴力団にも関係していると噂のある高利貸しのＹ 2に対する4億円を

超える借金を抱えていたほか、他にも多くの負債があったとの事実は、意味をもつか。

④Ａが、本件甲・乙不動産以外の財産を、生前処分や遺言で公益団体に寄付しており、

甲・乙が唯一の相続財産であったことは、意味をもつか。

⑤2006年3月3日に、Ｂが、甲とその敷地乙をＹ 1に5億円（時価相当額と考えられる）で売却

したことは、意味をもつか。

⑥Ｂが、甲・乙不動産をＹ 1に売却して、その代金で特に高利で負担が大きいＹ 2に対す

る債務を消滅させようとしたことは、意味をもつか。

⑦Ｙ 2に対するＢの債務が、実際に、売却代金の一部を用いて弁済されたか否かは、今

のところ不明である、という事実は、意味をもつか。



- 4 -

問(3)に関して

①Ｙ 2がＢに対して4億円以上の債権を有していた債権者であったことは、意味をもつか。

②Ｂが、多くの負債の返済のめどが立たたず、Ｙ 2から相当激しい取立てを受けていた

ことは、意味をもつか。

Materials
1) 必読文献

□潮見『プラクティス債権総論』133～174頁

2) 参考文献Ａ

□瀬戸口壯夫「詐害行為取消権」伊藤滋夫・山崎俊彦編『ケースブック 要件事実・事

実認定 第2版』（有斐閣、2005年）173頁

3) 参考文献Ｂ

□倉田監修『要件事実（債権総論）』180～216頁〔春日偉知郎〕

4) 参考判例

□①最判昭和40年9月17日訟務月報11巻10号1457頁

□②最判昭和46年11月19日民集25巻8号1321頁


